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建設水道常任委員会 
 

令和６年３月１３日午前９時００分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

◎伴  吉晴     ○井上 卓也       齋藤 文夫 

横田 敏文      宮﨑 和彦       木澤 正男 

中川 議長  

 

２．理事者出席者 

町     長  中西 和夫    副 町 長  加藤 惠三 

総 務 部 長  西巻 昭男    都市建設部長  上田 俊雄 

建設農林課長  手塚  仁    同 課 長 補 佐  田中 弘二

同 課 長 補 佐  平本 吉男    都市創生課長  福居 哲也    

同 課 長 補 佐  上田 和弘    同  係  長  土谷  純    

同  係  長  菅田 修久    上下水道課長  岡村 智生 

同  係  長  松尾 一樹 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         佐谷 容子    同  係  長  吉川 也子 

 

４．審査事項 

    別紙のとおり 

 



 - 2 - 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

町 長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設農林

課長 

 

 

 

 

 

建設農林

課長 

 

開会（午前９時００分）  

署名委員  井上委員、齋藤委員 

 

おはようございます。全委員出席されておりますので、ただいまから、建設

水道常任委員会を開会し、本日の会議を開きます。 

初めに、町長の挨拶をお受けします。 

中西町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

 最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名します。 

署名委員に、井上委員、齋藤委員のおふたりを指名します。おふたりには、

よろしくお願いします。 

本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとおりであり

ます。 

初めに、本会議からの付託議案についてであります。 

１．付託議案、（１）議案第１６号 斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する

条例についてを議題とします。 

理事者の説明を求めます。 手塚建設農林課長。 

 

おはようございます。 

それでは、議案第１６号 斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例につい

て、ご説明を申しあげます。 

最初に議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本議案の内容につきましては、議案書の末尾の要旨をもって説明にかえさせ

ていただきますので、条例改正文、新旧対照表の朗読は省略させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 
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上下水道

それでは、議案書末尾、斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例（要旨）

をご覧いただきたいと思います。 

今回の改正は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成１３年法律第３１号）の一部改正に伴い、本条例において所要の改正を

行うものであります。 

１．改正内容 法令の改正による条文整理等所要の改正でございます。２．

施行期日 令和６年４月１日から施行いたします。 

以上、議案第１６号 斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例についての

説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、原案どおり可決いただきま

すよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結します。 

お諮りします。 

本案については、当委員会として、原案どおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１６号については、当委員会として、満場一致で可決すべき

ものと決しました。 

次に、（２）議案第１７号 斑鳩町水道事業給水条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

理事者の説明を求めます。 岡村上下水道課長。 

 

それでは、議案第１７号 斑鳩町水道事業給水条例の一部を改正する条例に
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課長 

 

 

 

ついて、ご説明いたします。 

はじめに議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

それでは、議案書の最後にございます要旨に基づきまして、ご説明申しあげ

ます。 

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が、令

和６年４月１日から施行されることに伴いまして、水道法等による権限が、厚

生労働省から国土交通省及び環境省に移管されますことから、本条例において

所要の改正を行うものでございます。 

１．改正内容につきましては、水道法の規定を引用している「厚生労働大

臣」を「国土交通大臣」等に改めるものであります。 

２．施行期日につきましては、令和６年４月１日から施行いたします。 

以上、議案第１７号 斑鳩町水道事業給水条例の一部を改正する条例につい

ての説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りまして、何とぞ原案ど

おり可決いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 木澤委員。 

 

今回、厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されるということですけ

れども、簡単で構いませんので、法律の変わった内容を教えてもらえますか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

今回の改正の内容でございますが、水道事業に関わるものについて、水質衛

生に関わるものが環境省に移管され、施設の老朽化対策や耐震化への対応、災

害発生時における復旧支援、渇水の対応などが国土交通省に移管されるという

ことになっております。 
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ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結します。 

お諮りします。 

本案については、当委員会として、原案どおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１７号については、当委員会として、満場一致で可決すべき

ものと決しました。 

次に、（３）議案第２８号 奈良広域水質検査センター組合規約の変更につ

いてを議題とします。 

理事者の説明を求めます。 岡村上下水道課長。 

 

それでは、議案第２８号 奈良広域水質検査センター組合規約の変更につい

て、ご説明いたします。 

はじめに議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

議案書の最後にございます要旨に基づきまして、ご説明申しあげます。 

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が、令

和６年４月１日に施行されることに伴いまして、水道法等による権限が厚生労

働省から国土交通省及び環境省に移管されますことから、本規約において所要

の変更を行うことについて、地方自治法第２９０条の規定に基づき、組合員の

各議会におきまして、議会の議決を求めるものであります。 
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なお、規約の施行期日につきましては、令和６年４月１日からとなっており

ます。 

以上、議案第２８号 奈良広域水質検査センター組合規約の変更についての

説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りまして、何とぞ原案どおり

可決いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

  

説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結します。 

お諮りします。 

本案については、当委員会として、原案どおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２８号については、当委員会として、満場一致で可決すべき

ものと決しました。 

次に、（４）認定第１号 町道認定についてを議題とします。 

理事者の説明を求めます。 手塚建設農林課長。 

 

それでは、認定第１号 町道認定について、ご説明を申しあげます。 

最初に議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本議案につきましては、都市計画法第２９条の開発道路５路線につきまし

て、道路法第８条第１項の規定により町道に認定するものであり、同法第８条
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委員長 

第２項の規定により議会の議決をお願いするものであります。 

それでは、整理番号順に、各路線についてご説明させていただきます。 

恐れ入りますが、本日の配布資料の資料１をご覧ください。 

１枚目が認定する５路線でございます。２枚目が各路線の位置図、３枚目以

降が、各路線の詳細図を添付いたしております。 

まず、資料の３枚目、右上に記載しております整理番号１の町道１００２号

線でございます。本路線は、斑鳩町法隆寺西２丁目１８００番３先を起点と

し、同所１８００番５先を終点とする延長６６．３２メートル、最大幅員１４

メートル、最小幅員６メートルの開発道路でございます。 

次に、裏面整理番号２の町道１００３号線でございます。本路線は、斑鳩町

龍田北２丁目２６１３番３先を起点とし、同所２６１６番１７先を終点とする

延長６６．１メートル、最大幅員が１３．３メートル、最小幅員が６メートル

の開発道路でございます。 

次に、整理番号３の町道４０８８号線でございます。本路線は、斑鳩町龍田

南２丁目１６６番７先を起点とし、同所１６６番１０先を終点とする延長２

６．２メートル、最大幅員が１０．８メートル、最小幅員が６メートルの開発

道路でございます。 

次に、裏面の整理番号４ 町道５９５号線でございます。本路線は、斑鳩町

龍田西２丁目１４６４番６先を起点とし、同所１４６４番５先を終点とする延

長３５．５３メートル、最大幅員は８メートル、最小幅員は６メートルの開発

道路でございます。 

次に、同ページの整理番号５ 町道５９６号線でございます。斑鳩町龍田西

２丁目１４６４番１４先を起点とし、同所１４６４番１３先を終点とする、延

長１３．３７メートル、最大幅員は１３．１メートル、最小幅員は６メートル

の開発道路でございます。 

以上、認定第１号 町道認定の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議を賜り、原案どおり認定いただきますよう、よろしくお願い

申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 
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木澤委員。 

 

直接的にはこの議案の審議とは関係ないかもしれませんけども、資料番号３

のこの地図ですね、ちょっと古い地図なんかなと思いますけども、中央公民館

の隣は法隆寺線でもう開通してますよね。 

 

手塚建設農林課長。 

 

申し訳ございません、最新の地図で、今後提供させていただきます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結します。 

お諮りします。 

本案については、当委員会として、原案どおり認定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、認定第１号については、当委員会として、満場一致で認定すべきも

のと決しました。 

次に、２．継続審査を議題とします。 

（１）都市基盤整備事業に関することについて、理事者の報告を求めます。 

福居都市創生課長。 

 

継続審査、都市基盤整備事業に関することにつきまして、前回の委員会以

降、特に報告させていただく事項はございません。 
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報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

  

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結します。 

継続審査については、報告を受け、一定の審査を行ったということで終わり

ます。 

次に、３．各課報告事項を議題とします。 

（１）議案第２０号 令和５年度斑鳩町一般会計補正予算（第１５号）につ

いて、理事者の報告を求めます。 手塚建設農林課長。 

 

それでは、議案２０号 令和５年度斑鳩町一般会計補正予算（第１５号）に

ついての内、当委員会の所管に関することにつきまして、ご説明申しあげま

す。 

まず、歳入からご説明をさせていただきます。補正予算書の９ページから１

０ページをお願いいたします。 

はじめに、第１３款 分担金及び負担金、第１項 分担金では、第１目 農

林水産業費分担金で、三室井堰の改修等を実施していくにあたり、井堰整備計

画等策定業務を行う費用の地元分担金として、団体営土地改良事業費分担金２

２５万円の増額をお願いするものであります。 

次に、第１５款 国庫支出金 第２項 国庫補助金では、第４目 土木費国

庫補助金の第１節 道路橋りょう費補助金で、道路の新設改良に係る国庫補助

金の認証が当初見積りを下回ることから、社会資本整備総合交付金８６０万２

千円の減額をお願いするものであります。 

１１ページから１２ページをお願いいたします。 

次に、第１６款 県支出金 第２項 県補助金では、第４目 農林水産業費

県補助金の第１節 農業費補助金で、農業次世代人材投資事業補助金につい

て、新規就農者１名が給付条件を達成できないことなどから、農業次世代人材

投資事業補助金１，４２５万円の減額、第２節 農地費補助金で、国の第１号
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補正予算により、防災重点ため池の耐震性調査等に要する費用の一部に係る補

助金が前倒しで認証されたことから、震災対策農業水利施設整備事業費補助金

３，０５０万円の増額をお願いするものであります。 

次に、第１７款 財産収入、第１項 財産運用収入では、第１目 財産貸付

収入の第１節 土地建物貸付収入で、マルシェ・宿泊施設等誘致事業用地の賃

貸料を減額することから、土地賃貸料７７５万１千円の減額をお願いするもの

であります。 

次に、１３ページ、１４ページをお願いいたします。第２２款 町債、第１

項 町債では、第３目 農林水産業債の第１節 土地改良事業債で、国の第１

号補正予算により、県営で実施している桜池の耐震化工事等に要する費用の一

部に係る補助金が前倒しで認証され、町負担分の費用の増額に対し、地方交付

税措置のある町債を活用することから９１０万円の増額、第４目 土木債の第

１節 道路新設改良事業債で、道路の新設改良に係る国庫補助金の認証減に伴

い、事業実施を見送ることから７７０万円の減額をお願いするものでありま

す。以上が、歳入の補正内容であります。 

１５ページから１６ページをお願いいたします。続きまして、歳出予算の補

正についてであります。 

はじめに、第２款 総務費、第１項 総務管理費では、第６目 企画費で

は、第１２節 委託料で、和のあかりと未来へのひかり事業に係る不用額とし

て１８８万５千円の減額をお願いするものであります。 

次に、１７ページから１８ページをお願いいたします。第５款 農林水産業

費、第１項 農業費では、第４目 土地改良事業費で、歳入で申しあげました

国の第１号補正予算により、防災重点ため池の耐震性調査等に要する費用の一

部に係る補助金が前倒しで認証されたことに伴い、その事業費として、第１２

節 委託料で、あわせて３，５００万円の増額、第１８節 負担金補助及び交

付金で６９３万円の増額をお願いするものであります。第７目 地域農政推進

対策事業費では、第１８節 負担金補助及び交付金で、歳入で申しあげました

農業次世代人材投資事業補助金について、新規就農者１人が給付条件を達成で

きないことなどから１，４２５万円の減額をお願いするものであります。 

次に、第６款 商工費、第１項 商工費では、第２目 商工業振興費の第１
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都市創生

８節 負担金補助及び交付金で、商工業者債務保証料補給の交付見込額が当初

見積りを上回ることから１００万円の増額、生活応援券の発行に係る不用額と

して５７３万７千円の減額をお願いするものであります。 

次に、第７款 土木費、第２項 道路橋りょう費では、第２目 道路新設改

良費で、歳入で申しあげました道路の新設改良に係る国庫補助金の認証減に伴

い、事業実施を見送ることから、第１６節 公有財産購入費で７１７万４千円

の減額、１９ページから２０ページの第２１節 補償補填及び賠償金で１，８

７０万円の減額をお願いするものであります。 

恐れ入りますが、４ページにお戻りいただけますでしょうか。 

第２表 繰越明許費補正についてであります。歳出において増額補正を申し

あげました事業を含め、本年度末までの完了が見込めないことから、農林水産

業費、土木費、あわせて６，３３６万７千円の予算措置をお願いするものであ

ります。 

５ページをお願いいたします。第３表 地方債補正についてであります。 

歳入で申しあげましたとおり、土地改良事業で限度額を１，２７０万円に増

額、道路新設改良事業で限度額を３９０万円に減額をお願いしております。 

以上で、議案第２０号 令和５年度斑鳩町一般会計補正予算（第１５号）に

ついてのうち、当委員会に関するものについての説明とさせていただきます。

よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

 齋藤委員。 

 

 すみません、１８ページのところの商工費の１８ 負担金補助及び交付金の

ところの先ほどの生活応援券補助金が、不用額が５７３万７千円とありますけ

ども、これはどのぐらいの利用率だったのか教えてもらえますか。 

 

 福居都市創生課長。 

 

 生活応援券の利用率につきましては、全体で９７．１７％となっておりまし
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課長 

 

 

委員長 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

都市創生

課長 

 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

都市創生

課長 

 

 

て、前年度９６．６７％でございましたので、０．５ポイント分増えたという

状況となっております。 

 

 木澤委員。 

 

 呉竹の関係ですね、前回やったかな、報告受けて１，３００万円でしたっ

け、いくよということで、町民の皆さんにも色々意見聞いてみたんですけど

も、その基準やったら一定理解得られるかなというのが私の感触でした。なの

で反対はしませんけど、今後ですね、まずやっぱりきちっとホテル建てていた

だいて、開業にこぎつけていただくというのが大事だと思うんですけども、資

金も借りてその後の状況ですね、どんな感じか教えてもらえますか。 

 

 福居都市創生課長。 

 

 現在呉竹荘と、進捗状況の管理につきまして、毎月定例の会議を開いており

まして、呉竹荘の中でどういう検討をされているかというのは、随時確認して

いるような状況でございまして、現在呉竹荘の方では、現駐車場の敷地内で建

てるホテルの中につきまして、当初計画していたところがコロナ前でございま

したので、コロナ後の旅行業界の全体の情勢がどのようになっているかという

のを判断して、計画の中身について検討しているところと聞いております。 

以上です。 

 

 今回また新たに覚書の期限について、ちょっと延長するという形で更新され

ていると思いますけど、そこには影響はないということで理解していいでしょ

うか。 

  

 現在期限となっております令和８年３月末までの開業に向けて、そのスケジ

ュールに沿って現在進めているところでございまして、そのスケジュールにつ

いては影響は全くございません。 
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木澤委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委員長 

 

建設農林

課長 

 

 

議 長 

 

建設農林

課長 

 

 

議 長 

 

建設農林

課長 

 何度もいいますけど、まずはやっぱりオープンしていただくと。そこの運営

状況を見させていただいて、今回やっぱりこの間、町としても色々減免してき

ましたんで、その点について今後呉竹のほうもですね、やはり町に対して色々

協力をしていただくということも必要かなというふうに思いますんで、今回に

ついては一定理解を示しておきますので、またよろしくお願いしておきます。 

 

 今、委員からの質疑の中にもありましたように、やはりこの件に関してはで

きる限りの情報を公開していただいて、また委員会で報告していただければと

思います。よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 中川議長。 

 

 ２０ページの物件等補償１，８７０万、ちょっと説明聞き逃したんやったら

お許しいただきたいが、これなんの物件の補償なんやろ。  

 

 手塚建設農林課長。 

 

 道路新設改良工事で、建物がその路線に影響するということで、その物件補

償を計上しておりましたが、国の補助金の認証を得られなかったため、減額補

正とさせていただいているところでございます。 

 

 ということは補償しないという理解でええんか。 

 

 補助金の額がつかなかったので、今年度、実施ができないということで、減

額の方させていただいたというところでございます。事業は今後、補助金を活

用しながら事業のほうは進めていきたいと考えております。 

 

 具体的にどの路線なんやろ。 

 

 ３０１号線といいまして、興留新池から東小学校の間の路線でございます。 
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

上下水道

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

議案第２０号 令和５年度斑鳩町一般会計補正予算（第１５号）について

は、当委員会の所管にかかる事項について報告を受けたことを確認します。 

次に、（２）水道事業の県域一体化について、理事者の報告を求めます。 

岡村上下水道課長。 

 

それでは、水道事業の県域一体化について、令和６年３月６日、第３回 奈

良県広域水道企業団設立準備協議会が開催されましたことから、その概要を報

告させていただきます。資料につきましては、当日配布された資料と同じ資料

を提示させていただいております。 

資料２をご覧ください。１ページをお願いします。「県域水道一体化の目

的」でございます。改めて県域水道一体化についての目的、課題が説明され、

令和７年４月からの事業統合を目指すこと、また、能登半島地震の発生によ

り、施設整備の計画的実施により、水道施設の一層の強靭化を図っていくこと

や基幹管路と浄水場の耐震化率の見通しが示されました。 

次に２ページをお願いいたします。「組織体制について」でございます。 

正副企業長会議の設置や、その下に首長によるテーマ別部会を設置、重要事

項等を全構成団体の長で協議を行う運営協議会が設置され、それぞれの機関の

定数については、表のとおりとなっています。企業団議会につきましては、基

本計画に示されているように全構成団体から選出するとされており、３８名が

定数となっています。本町は、その他の市町村の議会の議員から１名の選出に

該当いたします。 

次に３ページをお願いします。企業団本部の位置についてでございます。田

原本町宮古地内にあります、現田原本町保健センター・子育て広場が、令和７

年４月から本部となります。 

次に４ページをお願いいたします。水道料金についてでございます。まず、

基本的な考え方でございますが、水需要の減少や水道事業の老朽化等に対応し
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つつ、健全な事業運営の持続性確保のためには、適正な水道料金等による収入

の確保が重要であり、このため、５年ごとに現行料金水準で向こう５年間の財

政が健全に確保できるかを三つの指標から検討されます。また、その期間中

も、災害や急激な物価上昇など想定外の事態により、財政の健全化に支障が生

じていないか、毎年度チェックすることとなります。 

次に、下段の料金体系案でございますが、市町村の現状等を踏まえ料金体系

を統一します。まず、区分の設定ですが一般用・浴場用の２区分とし、口径別

としては１３ｍｍ～２００ｍｍまでの１０区分となっています。次に料金設定

ですが、基本料金と従量料金の二部料金とされています。 

斑鳩町の現在の料金体系につきまして、区分は一般用のみ、口径別は１３ｍ

ｍから１００ｍｍまでの８区分となっております。また、料金設定は統一料金

と同様の二部料金となっているところでございます。 

次に５ページをお願いします。統合後当面の料金体系（案）でございます。

水道料金決定のための基本設定としまして、収益的収支が、期間中黒字を確

保、資金期末残高が、給水収益の１年分相当を確保、企業債が給水収益の３倍

以内になるよう発行を制限しこれらの条件が充足されるよう、水道事業経営に

必要な費用の合算を総括原価として算定し、総括原価と料金収入が一致するよ

うに水道料金が算定される総括原価方式により設定いたします。 

下段のグラフをご覧ください、財政健全性確保のための三つの指標によるシ

ミュレーションとなっています。 

収益的収支の差を示しているのが緑色の線であります、黒字かどうかの指標

となっています。 

次に、資金期末残高は青色の線で示されており、黄色の線で示されています

給水収益の１年分を確保出来ていることの指標となっています。 

次に企業債ですが、濃い鼠色の線が企業債残高となっており、黄色の線の給

水収益の３倍相当以内になっていることが推移から確認できます。 

これらの方法により水道料金水準を確認しながら、水道料金が算定されるこ

ととなります。 

次に６ページをお願いします。用途別・口径別の料金単価でございます。 

市町村の現状、実際上の使用者の水道料金を考慮しつつ、企業団全体の必要
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料金収入総額を確保できるように設定されています。表のとおり口径別に１０

区分の基本料金と使用量に応じて逓増していく従量料金の体系となっていま

す。 

下段になりますが、統合後の料金体系を適用すれば単独経営の場合に比べて

料金が上がる使用者について、その居住する市町村の統合前の料金体系を適用

する経過措置を設けています。経過措置の期間は、料金改定の検討期間であり

ます５年となっております。 

次に７ページをお願いします。参考として、先ほど説明しました料金体系に

よる水道使用者モデルケースの一月当たりの水道料金のグラフとなっていま

す。橙色の横線が統合後の統一料金の水準、縦線が各市町村の現行の料金水準

となっています。その中で青色の縦線は、料金が下がる市町村となっており、

橙色の線が現行料金より高くなり、経過措置が摘用される市町村となっていま

す。斑鳩町につきましては当該モデルケースでは、統一料金が現行料金より安

価になっています。 

本町の使用量では、口径２０ｍｍの０立方メートルから１０立方メートルま

でをお使いの方が１,８０８件、１１立方メートルから２０立方メートルまで

をお使いの方が２,９８０件、２１立方メートルから３０立方メートルまでを

お使いの方が２,３３５件と全体の約６２％を占めております。 

具体的に水道料金を比較いたしますと、口径２０ｍｍで、１０立方メートル

を使われた場合は、現在の町水道料金ではひと月当たり２,２３３円ですが、

統一後の水道料金は１，８９２円となり、３４１円の減となります。また、２

０立方メートルの場合は、町水道料金は、ひと月当たり４,１０３円で、統合

後の水道料金は、３,５０９円となり、５９４円の減となります。また、３０

立方メートルの場合は、町水道料金はひと月当たり５,９７３円ですが、統一

後の水道料金は、５,５３３円となり４４０円の減となります。 

斑鳩町の給水件数は約１万１,５００件のうち約９５％の方が、水道料金が

下がることとなります。 

一方で、従前の料金より統一後の方が高くなる場合として、口径２０ｍｍで

０立方メートルの方は、基本料金のみとなり、町水道の基本料金は９３５円で

すが、統一後の基本料金は９５７円となり、２２円増となります。 



 - 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、口径１３ｍｍでひと月１３８立方メートル以上お使いの方や、口径２

０ｍｍでひと月１３４立方メートル以上お使いの方、口径２５ｍｍでひと月２

０６立方メートル以上お使いの方、口径４０ｍｍでひと月５２７立方メートル

以上お使いの方など大口需要者は、現在の町水道料金より、統一後の水道料金

が増となります。具体的に例を挙げますと、口径２０ｍｍで１３４立方メート

ルをご使用の方では、現在の町の水道料金は４万７１１円ですが、統一後の料

金は４万７４６円と、３５円の増となります。 

このような統一後の料金が増となります方は、経過措置として、経過期間５

年間は、斑鳩町の水道料金が適用されることになります。 

なお、経過措置が摘用される件数は、口径２０ｍｍで０立方メートルの方は

４０３件、大口需要者となる口径１３ｍｍで１３８立方メートル以上の方は１

件、口径２０ｍｍで１３４立方メートル以上の方は６件、口径２５ｍｍで２０

６立方メートル以上の方は３件、口径４０ｍｍで５２７立方メートル以上の方

は３件となっております。 

次に８ページをお願いします。施設整備の具体的計画についてでございます

が、浄水・取水・送配水施設などの広域的施設について広域化施設整備計画、

既存の老朽化が進む施設・管路等については統合後当面１０年間の経年施設更

新計画が策定されます。 

次に９～１０ページでございます。広域化施設整備計画案では、浄水・取水

施設、送配水管施設についての年度別の事業計画でございますが、本町には該

当する施設はございません。 

次に１１ページでございます。経年施設更新計画では、まず管路の年度別・

地域別の令和７年度から１６年度までの１０年間の事業計画でございますが、

本町において主には、大口径の塩化ビニル管の配水管の更新を計画しており、

毎年約２億１千万円の工事を実施し、１０年間の総事業費は２１億４千万円と

なっております。 

次に１２ページをお願いします。施設・設備の年度別・地域別の１０年間の

事業計画でございます。斑鳩町につきましては、浄水として使用していました

目安地区の取水井戸の返還に伴います補償として、農業用水として活用されて

います、取水井戸の維持管理に必要な費用が計上されています。 
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委員長 

 

 

齋藤委員 

 

 

 

次に１３ページをお願いします。施設整備に関する主な指標の照会と、単独

経営と企業団になった場合の指標の見通しでございます。 

次に１４ページをお願いします。「その他」として、「市町村下水道業務の

一部受託について」でありますが、受託業務の範囲は、下水道使用料徴収に係

る業務としており、下水道使用料調定１件当たりの手数料の委託単価が市町村

の経費負担となります。 

次に「簡水１１村等の水質検査の受託について」でありますが、企業団が他

の団体の水質検査を受託する場合には、水質検査に係る経費を基に、従量手数

料と基本手数料の２体系での経費負担となります。 

次に１５ページをお願いします。「不参加団体への用水供給単価について」

でございますが、広域化に伴う国交付金及び県の財政支援による投資額抑制効

果、維持管理費等の縮減効果のメリットは、用水の供給単価の算定に反映しな

いこととし、用水供給単価は１㎥当たり１３６円となります。 

次に１６ページをお願いします。「当初不参加団体の途中参加」についてで

あります。途中参加の条件等については、首長によるテーマ別部会を設けて詳

細を検討することとし、統合後における企業団の施設整備や不参加団体の施設

整備の進捗状況を踏まえて検討することとなります。 

最後に１７ページでございます。「今後のスケジュール」についてでありま

すが前回からの変更はございません。 

なお、各市町村長から水道料金の経過措置についての意見等がありました

が、これらの案で進めていくことで承認されております。 

以上、水道事業の県域一体化についてのご報告とさせていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

齋藤委員。 

 

ちょっと教えてもらいたいんですけれども、５ページのところ、グラフです

けれども、企業債残高が増えていっているのは、なぜ増えていっているのか。

１６年度を一番下にして、ずっと右上がりにのぼっていきますけども。 
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委員長 

 

上下水道

課長 

 

 

 

 

齋藤委員 

 

 

 

 

 

上下水道

課長 

 

 

 

齋藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道

課長 

 

岡村上下水道課長。 

 

こちらにつきましては、老朽管の更新、施設の更新等を整備していくことに

よりまして、起債等の金額が必要となってきますので、そちらの方により企業

債が増加していくといったところでございます。また、これまでの他市町村、

斑鳩町も含めた分の企業債というのが今現在もございますので、そちらの方と

合計して新たに企業債というのを借りるということでございます。 

 

令和７年度は、単位分かりませんけれども、段々下がっていって、令和１６

年度にずっと下がっていって、それ以降ずっとのびていっているというのは、

これは令和１６年度までは管の変更はしないからということなんでしょうか。

それともなんか別の意味で上がってきているのか。その辺のところを教えても

らえないでしょうか。 

 

こちらにつきましては、企業団になりまして１０年間というのは、県の補助

金、国の補助金、国庫交付金等ですね、が支給されますので、１０年間はその

費用を主に使いまして整備していくことから、このようなグラフとなっており

ます。 

 

そうしましたら、企業債残高が給水収益の３倍以内となってますけども、な

ってますんで、企業債残高が増えていけば、当然のごとく給水単価も上がって

いくということは、水道料金も上がっていくという形になると思いますけど

も、水道料金、給水収益がずっと横ばいになってますけども、だんだん人口が

減っていったら、給水量も減っていくと思うんですけども、その辺のところの

調整っていうんですかね、企業債残高が増えていく、給水量は減っていって、

そして水道料金は高くなっていく、というような形でよろしいでしょうか。 

 

こちらの供給単価につきまして、赤色のグラフで示されておりまして、約５

年ごとに供給単価が上がっていくということになっております。これにつきま

しては、企業残高と基本の設定の指標に基づき、こういった形で値上げになっ
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委員長 

 

上下水道

課長 

 

 

 

 

 

 

齋藤委員 

 

 

ていくだろうというところのシミュレーションでございます。 

 

もうひとつ教えてもらいたいのが、水道料金がほとんどの方は安くなる、し

かし一部の方は高くなる、高くなる方は年間据え置きしますということですけ

ども、まずひとつは安くなる方についても、こうこうこうで安くなるけども、

いずれ高くなっていくんですよということをはじめからＰＲしておかないと、

いきなりどんと上がってしまったら、住民の方、戸惑うことがあるんじゃない

かなと思いますので、県水一体化になるときに、あわせて住民についても、も

うちょっと詳しく、こんな状況で今、単価が安くなってて、高くなっていくん

ですよということをわかりやすく説明していかないと、後々混乱おきないかな

ということと、もうひとつは、高くなっている方は５年間据え置きますけど

も、５年経ったら高くなるんですよというのをまた個別に言っておかないと、

いきなり高くなったら、また住民がなんでやという話にならないかなという気

がしますんで、その辺の住民に対しての啓発っていうか告知っていうか、ＰＲ

っていゆか、その辺のところどのように考えているのか、教えてもらえないで

しょうか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

こちらの統合後の水道料金等の周知についてということでございますが、こ

ちらにつきましては、現在、当然部会等でも話し合われている中で、具体的に

は来年度、企業団発足しまして、その後に、１１月の予定でございますが、そ

の後に企業団議会の議決前ということもございますが、そういったことも留意

しつつ、ホームページ、広報紙を活用して周知をしていきたいということにな

っておりますことから、これらの状況を踏まえた中で周知等については考えて

いきたいということで考えております。 

 

ホームページ、広報紙だけじゃなんかこう全部伝わらないんじゃないかな、

みたいな感じ、広報紙の一枚物に書いてあっても、住民よく見てなければ伝わ

らない、いきなり、水道料金安くなったなぐらいでなんでやろって思う、もう
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木澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

上下水道

課長 

木澤委員 

 

上下水道

課長 

 

 

木澤委員 

 

 

ちょっとなんかこう大きな紙で広報紙に折込みして、住民にわかるような形に

しないと、難しいんじゃないかなという気がするけども。その辺のところはお

考えはないでしょうか。 

 

今後、企業団のほうに、そういった意見があるということをお伝えさせてい

ただいて、調整してまいりたいと考えております。 

 

木澤委員。 

 

まだ加入が決まったわけではないので、きちっと比較したうえで最終判断し

ていく必要があると思うんですけれども、まずですね、前回知事が変わって、

これまで示されてきたシミュレーションどおりにはいかないよということで、

その時にはまだ料金設定は示されてなかったと思うんですけども、今回、１８

９、１，８９２円か、５ページのところで供給単価で令和７年度、１８９って

書いてますけども、これが新たに示された単価だということで理解していいで

しょうか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

委員おっしゃるとおりで、新たに示された単価ということでございます。 

 

もともと示されていた数字がいくらだったか教えてもらえますか。 

 

昨年度ですね、２月に統合の話が合った時点での状況でございますが、当時

は供給単価ですね１８３円、３０年後経ちました３６年で２６２円ということ

となっております。 

 

いろんなもの加味されているんで、ここでちょっと聞いても中身はわからな

いんでしょうけども、今回１ページのところで、能登半島地震発生ということ

も書いていただいてまして、これについては今後必要なことというのは精査さ
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課長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

上下水道

課長 

れていくかなというふうに思うんですけど、先ほど課長のほうで、齋藤委員も

おっしゃっていたように、上がる人と下がる人、ケースをおっしゃっていただ

いていたり、あと今回推計表、料金体系表とかいろいろ新たになりまして、今

回、県で出された資料そのまま、今日、出していただいてますけども、また今

後ですね、斑鳩町の方の資料も、つくっていただけるというふうに理解してよ

ろしいでしょうかね。 

 

また、料金体系等ですね、詳細に示した資料のほうを作成させていただきま

して、報告させていただきたいと思います。 

 

加入した場合と、加入しなかった場合ですね、どういう推計になるのかって

いうのを、見て比較できるようなものがあればと思いますので、お願いをして

おきます。それとですね、１５ページのところの不参加団体の用水供給単価、

この用水っていうのがよくわからないんですけども、この１３６円となってま

すけども、不参加団体のほうが供給単価がだいぶ安いんですか。 

 

こちらの方、不参加団体につきましては、この不参加というか、斑鳩町も含

めて企業団になりますので、当然事業を、交付金もらったメリットとかも加味

した金額となっておりまして、㎥あたりなんぼかというのは、今、資料はござ

いません。 

 

暫時休憩いたします。 

 

（ 午前９時５３分 休憩 ） 

（ 午前９時５５分 再開 ） 

 

再開します。 岡村上下水道課長。 

 

１３６円につきましては、受水費となっておりますので、ご了解いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

上下水道

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

次に、（３）公共下水道事業に関することについて、理事者の報告を求めま

す。 岡村上下水道課長。 

 

それでは、公共下水道事業に関することについてご報告させていただきま

す。資料３をご覧ください。 

令和５年度には、継続工事を含め図中で記しております７か所の路線で面整

備等の工事を実施いたしました。 

まず、令和５年度の単年度工事では、青色路線の７工区－３、緑色の１０工

区－６、橙色の２２工区－１、水色の１９工区－２、黄色の９工区－４、赤色

の５工区－６、継続工事では、黄緑色の１７工区－１でございます。 

継続事業については令和６年度に、それ以外はすべて年度内に完了する予定

をしております。これによりまして、令和５年度の整備延長は約１．７ｋｍ 

整備面積は、約６．５ヘクタールとなっております。 

続きまして、資料の２枚目、公共下水道接続申請状況でございます。令和６

年２月末の状況でございます。本年度に入り、２２６件の申請を受け付け、申

請総数が５，０５０件となっております。接続率は７６．１％でございます。 

次に、融資あっせん利用総数は、１件の申請を受け付け、総数は６２件とな

っており、浄化槽雨水貯留施設転用申請総数は、４件の申請を受け付け、総数

は６３件となっております。 

続きまして、資料の３枚目をお願いします。公共下水道事業計画図でござい

ます。青色破線で囲んでいる区域が下水道予定処理区域３８６ヘクタールでご

ざいます。そのうち、水色で着色している供用開始区域及び、本年度工事が完

了した区域として約２７９．５ヘクタールでございます。 

また、令和６年度に予定している下水道工事路線を赤色で着色いたしており

ます。整備延長約１．５ｋｍ、整備面積約３．５ヘクタールの予定でございま
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委員長 

 

上下水道

課長 

 

宮﨑委員 

 

 

 

 

す。 

また、現在、小吉田２丁目地内から興留４丁目地内で整備が進められてい

る、いかるがパークウェイに合わせて、公共下水道を整備していく必要がある

ことから、いかるがホールや上宮遺跡公園といった公共施設と合わせて都市計

画決定区域に編入するため、令和５年１１月に町都市計画審議会に諮問し、そ

の後、奈良県知事の同意を得て、１２月２７日に都市計画の変更を行いまし

た。令和６年度には、奈良県において流域下水道事業計画が見直されることや

西和医療センターの移転計画もございますことから、本町においても、奈良県

と変更内容の調整及び整合を図りながら、事業計画区域の拡大を行う予定でご

ざいます。 

以上、下水道事業に関することについての報告とさせていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

宮﨑委員。 

 

最後の地図なんですけど、東小学校の西側のこの区域だけ、これマンション

かな、建っているねんけど、囲って真っ白になっているということは、これは

供用開始ができないとか、それとも接続してないのか、その辺教えていただけ

ますか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

そちらの地域につきましては、認可区域に入ってないということで、事業計

画には入っていないということでございます。 

 

そうですね、これ入ってないってすごいあれですよね、一角だけ孤島みたい

になっているから。これ周りから繋がれへんのかなと思うんですけど、わかり

ました。これとかね、下のほうで第三団地近くにもなんか家が数軒建って、そ

の真ん中がまた供用されてないということですけども、飛び飛びで残るより、

できたら整備していっていただいたらなと、まあそれだけは要望しておきま
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す。 

 

木澤委員。 

 

今の関連して、なんでここだけそんなことになっているんですか。 

 

上田都市建設部長。 

   

今、委員さんおっしゃるマンション、ハイツについては黄色の道が斑鳩東小

学校の横を抜けて通る道になって、ちょっとこの地図が細かくて、ちょっと小

さくてわかりにくいんですけども、マンション、ハイツを示されているのか、

ちょっと確認させていただきますけども、マンション、ハイツが入ってないか

というところを確認させていただきます。 

 

 ぱっと見、なんかあるのかなと、建物があるのかなと思ったけども、また確

認していただいてと思います。あと、この黄色で塗っているところがまだ未整

備ですよというところなんですけど、この中でも建物のないところも黄色で残

ってしまっているんですけど、整備予定のないところと、だから家があって接

続するところで、どんだけ残っているのかなっていうのがわかる地図っていう

のはないんですかね。この田んぼがあるところやったら整備せえへんっていう

ことでしょうけども、黄色で残ってしまっていると、ゆくゆく整備していくと

いうふうに見えるので、そうじゃない、どんだけ家、建物が残ってて、そこが

未整備で残っていますよというのがわかるようなものがあると分かりやすいか

なと思うんですけど。 

 

 岡村上下水道課長。 

 

 現在この黄色の区域につきましては、家が建っていないところもございます

が、当然ここで家が建つといったことがありましたら、そういったことで公共

桝の申請等されましたら設置していくということでございますので、市街化で
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委員長 

 

上下水道

課長 

 

 

もございますし、そうしたことで区域に入っているということでございます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

他に、理事者側から何か報告しておくことはございませんか。 

福居都市創生課長 

 

斑鳩町歴史的風致維持向上計画（第２期）の策定状況について、ご報告させ

ていただきます。 

まず、１２月の当委員会でご報告いたしました第２期計画のパブリックコメ

ントを実施した結果についてであります。１名の方からご意見をいただきまし

たが、パブリックコメントの手法等に関するものであり、計画案の変更を要し

ない内容でありました。 

このことから、２月２２日付けで、同計画案で、認定申請を国へ提出し、国

の関係省庁での審査等を経て、来週の３月１８日に認定される見込みとなりま

した。 

なお、明日３月１４日に、国の関係省庁と合わせて、報道機関へ同時発表を

行う予定であり、住民の皆様への周知につきましては、５月の広報紙、及び、

町ホームページへの掲載を予定しているところであります。 

以上、斑鳩町歴史的風致維持向上計画（第２期）の策定状況についてのご報

告とさせていただきます。 

 

岡村上下水道課長。 

 

上下水道課から１点、ご報告させていただきます。水道事業職員採用試験に

ついてでございます。 

奈良県広域水道企業団への移行に伴い、今後、派遣・転籍する水道職員が必

要となることから水道事業職員の人材確保を目的に、採用予定日を令和６年４
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木澤委員 

 

 

上下水道

課長 

 

 

 

月１日として、昨年１０月に実施いたしました職員採用試験の結果でございま

すが、総務を担当する一般事務職員、工事を担当する事務職員とも、合格者は

ございませんでした。 

こうしたことから、令和６年１０月１日採用の職員採用試験を実施してまい

りたいと考えております。試験の方法につきましては、書類選考、適性試験、

口述試験といたします。募集職種は、前回と同様、総務を担当する一般事務職

員１名、工事を担当する職員１名として、社会人経験を有する者を対象に、受

験可能年齢を３５歳以下として実施することといたします。 

なお、試験の概要につきましては、町広報紙及び町ホームページ等に関係記

事を掲載する予定としております。 

 

それらの報告について、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

木澤委員。 

 

この水道の職員採用試験ですけれども、応募はどれぐらいあったんですか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

まず、一般事務の職員が３名、工事担当する職員が１名ございまして、その

うち試験に関しましては２名辞退がありましたので、各業種１名ずつの試験を

されたということでございます。 

 

これまた同じように採用がなかった場合というのはどうなっていくのかな。

また今度の試験で内容・基準変えたりとか、そういうことをしはるんですか。 

 

今回、昨年度初めてこういった状況を実施する中で、今回は年度途中の１０

月からということで、逆に社会人等ですね、新卒ではなくといったところの方

も申し込みしていただけるのかなということで、今回こういった試みをしてい

るところでございます。 
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

議 長 

 

 

委員長 

 

建設農林

課長 

議 長  

 

 

 

 

 

 

もうちょっとわかりやすく。お願いします。 

 

今、申しましたように、昨年採用者がなかったことから、時期等ですね、整

理しながら、より多くの方が申し込みいただけるように考えて、新たに今回、

こういった募集を実施させていただくということで考えておりますので、また

今後、詳細な内容等については、検討していくことということになっておりま

す。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって、各課報告事項については終わります。 

次に、４．その他について、各委員さんから質問やご意見等がありましたら

お受けします。 中川議長。 

  

町営住宅に申し込む条件の中に、「自治会に入ること」っていうようなそん

な文言はあるのかな。 

 

手塚建設農林課長。 

 

ちょっと今手元に資料がなく、また確認はさせていただきたいと思います。 

 

住民さんというか、入居者の方から聞いた話やから、たぶんあるのかなと思

うねんけども、自治会というのは任意の団体で、住民さんが自由に入ることが

できる団体や思うねんけども、斑鳩町が経営やないけども、管理している町営

住宅に入るときに、自治会に入らなければならないというような条件をつけて

も問題にならないのかということを確認だけさせていただきたい。そない思い

ますので、また調べておいてください。その点、総務部長どうでっか。問題あ

らへんのかな。 
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委員長 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

宮﨑委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

総務部長 

 

 

西巻総務部長。 

 

議長おっしゃいますとおり、あくまでも任意の団体ということで、総務課窓

口のほうでも、できる限り入ってくださいねという要請は窓口のほうで、お聞

きになられた際にはしておりますけれども、個々の判断で入っていただくもの

ということで、窓口に来られた方にはそういった説明をしているところでござ

います。 

 

ほかにございませんか。 宮﨑委員。 

 

ちょっと３つほど、ちょっと聞きたいねんけどね、西和医療センター、この

前締結されたんかな、新聞載ってましたけども、西和医療センター、これから

どうなるかわからんけど、この先に国と県の遊水地つくると言ってたんですけ

ど、新しくこれ西和医療センターつくるんやったら、その地下に遊水地をつく

ってもらえるような要望をしたらどうかなと私は思うんですけど。あと三代川

の浚渫工事、途中、どれぐらいかな、途中で終わっておるんですよね、それな

んで途中でやめているのか、というのをちょっと聞いていただきたいのと。あ

と西和医療センターどうなるかわからないって、どこからの進入路で、道路拡

幅が必要な場合結構あると思うんで、その辺出来たらそういう、ある程度とい

うか、計画決まりましたら、この委員会に図面とかその辺提出していただきた

いなと思います。 

あと、もうひとつはこの前、下司田池の話なんですけど、今、下司田池は斑

鳩町が管理しているんですか。斑鳩町のものになっているのか、その辺ちょと

お聞かせ願えますか。 

 

西巻総務部長。 

 

下司田池は当初、財産区の関係で管理はしていたところですけれども、現在

は斑鳩町のほうで管理しているところでございます。以上です。 
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宮﨑委員 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

宮﨑委員 

 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

宮﨑委員 

 

 

 

 

 

 

 

今、斑鳩町にということで、この前ちらっと聞いてたら、堤防が崩れるとか

その辺の結構費用がかかるような話をされていたんですけども、なぜ私にした

ら埋め立てへんのかなと。防災の関係で防火水槽やったらつくれるし、埋め立

てしたらそこが避難所にもなるということで、なぜ池のまま、今、利用もない

のにそのままにしてあるのか、その理由を教えてほしいんですけど、よろし

く。 

 

現在、色々な経緯がございまして、現在、斑鳩町のほうで管理しているとこ

ろでございます。管理につきましては必要に応じて、管理を行っておりまし

て、今、そういった形で色々な整備を、今、委員さんのほうがおっしゃいまし

たけども、これまでも周辺住民さんからの声もございましたことから、現在に

至っているところでございます。以上です。 

 

周辺の人の意見といいますか、そのままにしたら、そのままずっと池のまま

で置いていくということで、その先の計画はないということで理解しておいて

いいのかな。 

 

この先というのは、池がどういう状態かということもございますし、そうい

ったことを総合的に勘案しまして、必要ならばまた議会のほうにご相談申しあ

げまして、色々と議論していただきたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いします。 

 

私はその答えはあまり理解できへんけども、池を維持するために公費使うっ

ていうのは、ちょっと私も解せないところは結構あるんですけども。できれば

早く、できるだけ費用のかからないように、池で置いておいたら堤防決壊した

り、人が落ちたりとか、結構いろんなことが起こるんで、その辺、斑鳩町も管

理大変かなと思うんで、またそれに公費使うということが、果たしてどんなも

のかなと思いますんで、この先十分検討していただきたいと思いますんで、よ

ろしくお願いします。以上です。 
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委員長 

 

建設農林

課長 

 

 

 

宮﨑委員 

 

 

 

建設農林

課長 

 

 

宮﨑委員 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

都市創生

課長 

 

他の宮﨑委員の質問についてはどうですか。 手塚建設農林課長。 

 

ご質問の中の三代川の浚渫、土砂上げについてでございますが、今年度、土

砂上げをさせていただいたことにつきましては、８月頃ですね、第一地所自治

会より三代川の浚渫のご要望がございました。このご要望の箇所につきまし

て、今現在すべての浚渫を終わったというような状況でございます。 

 

その自治会の前だけをやっているということで、三代川全体の浚渫は、その

自治会からの要望がなかったら、その場所しかやらないということで理解して

おいていいんかな。 

 

今年度の浚渫につきましては、そのようなところでございます。それ以外に

つきましては、随時、河川管理者が適切に実施するということで聞いていると

ころでございます。 

 

何年かに１回溢れるような川やから、できたらね、下流から全部してほしい

ねんけど。なんでそんな中途半端なことするのか、また、それは県と十分協議

してもおて、いうたらおかしいけど、できたら、やるんやったら、いっぺんに

やっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

私のほうから。結局三代川のやつは、正直いうていつ最後してくれはったん

かわかりませけど、西小の近くの下流の部分に相当溜まっているように私も思

うんですけど、最後いつやったかというのはわかりますやろか。いつさらって

くれはったか、結構溜まっているなという感じはするんですけど。神南のほう

ですね。また県のほうに確認していただいたら。 

ほかのやつでもうひとつあったと思います。 福居都市創生課長。 

 

西和医療センターの移転に関することについてでございますが、西和医療セ

ンターの場所ですとか、建物規模っていうのがまだ県のほうで検討中でござい
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委員長 

 

建設農林

課長 

 

 

 

 

委員長 

 

議 長 

 

 

建設農林

課長 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

まして、そちらの方決まってまいりましたら、進入路ですとかがどうなるのか

っていうのがまた見えてくるということもあると思いますので、それにつきま

しては、また進捗、進みましたら必要に応じて報告させていただきたいと考え

ておりますので、どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 

ほかにございませんか。 手塚建設農林課長。 

 

先ほどの中川議長のご質問に対するご回答になるんですけども、斑鳩町の町

営住宅入居者募集要領で、いろんな要件を入居希望の方にご説明しているとこ

ろでございますが、この中で、団地入居後は当該地区の自治会の加入をお願い

しますということで、あくまでお願いということでお声かけさせていただいて

るところでございます。 

 

中川議長。 

 

入居後やから、申し込むときには入居するか決まってないから、入ったあと

は自由、本人の個々にまかすでええねんな。 

 

お願いですんで、そのとおりでございます。 

 

ほかにございませんね。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、その他についてはこれをもって終わります。 

次に、継続審査について、お諮りします。 

お手元に配布しております申出書のとおり、当委員会として引き続き調査を

要するものとして、このように決定することにご異議ございませんか。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

町 長 

 

委員長 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただきますよう、よろ

しくお取り計らいをお願いします。 

以上をもちまして、本日の審査案件については全て終了しました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては、正副委員長にご一任いただき

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

閉会にあたり、町長の挨拶をお受けします。 

中西町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

これをもって、建設水道常任委員会を閉会します。 

お疲れ様でした。 

（ 午前１０時２０分 閉会 ） 

 


